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武雄市からのおしらせ
　平成29年6月12日（月）
　

2017「さがびよりオーナー制」田植え体験ツアー
　　　　　　　　　　～　RICE  PLANTING  IN  TAKEO　～　　を実施します

　武雄市は、平成28年春からシンガポール現地旅行会社と提携し、市内橘町のご協力を得て「さがび
よりオーナー制」に取り組んできました。この取り組みは、①「観光を活用した新しい農産物の輸出
の型」を構築し、農家の所得向上を目指す②田植え・稲刈り体験実施による外国人観光客誘致（イン
バウンド）の推進③異国、異文化の人々の交流を目的としたものです。
　平成28年については、熊本地震の影響もありましたが、10月に「さがびよりオーナー制稲刈りモニ
ターツアー」、12月に「さがびよりオーナー制　市長プレゼン」を実施しました。
　そうしたことより、平成29年から本格始動となりますが、その第一弾としてシンガポールから「さ
がびよりオーナー制」オーナーご一行のお客様が実際に圃場を訪れ、さがびよりの田植えを体験します。

　　
　■日　時
　　　平成29年6月19日（月）　9:30 ～ 13:00　　　
　　　＊専用圃場までのご案内が必要な方は「橘公民館　駐車場」に9:20までにお越し願います。
　■場　所　　
　　①田植え…さがびよりオーナー制　専用圃場（武雄市橘町大字片白11603）
　　②さがびより試食…橘公民館（住所:武雄市橘町大字片白8507-7　TEL:0954-22-3884）
　■田植え体験者（シンガポールより来日）
　　　16名　（オーナー5名とその一行11名）　＊シンガポール現地旅行会社会長も参加予定
　■内　容
　　　①田植え（9:30～11:30）　　
　　　　　　　　歓迎挨拶…橘町地域営農推進協議会長、武雄市長
　　　　　　　　来賓挨拶…シンガポール旅行会社会長、お客様代表
　　　　　　　　田植え体験（手植え、田植え機同乗）
　　　②さがびより試食（11:40～13:00）　　　　＊雨天の場合は、内容が一部変更になります
　■地元受入
　　　　橘町まちづくり推進協議会　　　　　　　　　　
　■さがびよりオーナー制について
　　　　添付別紙

　　　＜本件に関するお問合せ＞
　武雄市営業部観光課：古田・白木

TEL:0954-23-9237　FAX:0954-23-7102
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